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 ⽇時︓２０２２年５⽉２１⽇（⼟）14:30〜16:30 
場所︓法政⼤学市ヶ⾕キャンパス ボアソナードタワー26 階スカイホール 

プ ロ グ ラ ム  
【総合司会】村⼭武彦 環境アセスメント学会 副会⻑ 

１．式  辞  藤⽥⼋暉 環境アセスメント学会 会⻑ 

２．来賓祝辞  
〇 和⽥篤也 環境省総合環境政策統括官 
〇 ⽬良 聡  埼⽟県環境部⻑ 
〇 梶⾕ 修  ⽇本環境アセスメント協会会⻑ 
〇 廣瀬克哉 法政⼤学総⻑ 

３．環境アセスメント学会 20 年の沿⾰と記念事業の概要 
⽥中充 学会創⽴ 20 周年記念事業特別委員会委員⻑ 

４．表  彰  
（１）功労者表彰 
（２）感謝状贈呈 

５．記念講演 
（１）浅野直⼈ 環境アセスメント学会顧問（第２代会⻑） 

   「アセス制度の課題ー学会 20 周年に思うことー」 
（２）⾼村ゆかり 中央環境審議会会⻑（東京⼤学教授） 

「カーボンニュートラルに向けた政策課題と環境アセスメントの役割」 

６．閉会挨拶   ⽚⾕教孝 環境アセスメント学会 副会⻑ 

【配布資料】 ・20 周年記念式典 プログラム 
・「環境アセスメント学会 20 年のあゆみ」 
・記念講演資料 

環境アセスメント学会 
創⽴ 20 周年記念式典 
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(式典時、敬称略) 

浅野直⼈（環境アセスメント学会顧問、第２代会⻑、福岡⼤学名誉教授） 

 専⾨は⺠法・環境法。福岡⼤学名誉教授。環境アセスメント学会会⻑（第 2 代、
2004 年〜2008 年）を務め、現在は学会顧問。2015 年から中央環境審議会会
⻑を務め、現在は同審議会総合政策部会環境影響評価制度⼩委員会の委員⻑な
ど。地⽅⾃治体関係では福岡県や福岡市、北九州市の環境審議会会⻑などを歴任。 

 

⾼村ゆかり（中央環境審議会会⻑、東京⼤学教授） 

 専⾨は国際法学・環境法学。名古屋⼤学⼤学院教授などを経て 2019 年より東
京⼤学未来ビジョン研究センター教授に着任、現在に⾄る。2021 年に中央環境
審議会会⻑、2020 年 10 ⽉より⽇本学術会議第 25 期副会⻑(国際担当)に就任。
再⽣可能エネルギー買取制度調達価格等算定委員会委員⻑、東京都環境審議会
会⻑などを務める。 

  

講演者プロフィール  
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１．式辞 

総合司会挨拶 
村⼭）ただ今より環境アセスメント学会創
⽴ 20 周年記念式典を始めます。私は本学
会副会⻑を務めております村⼭です。本⽇
の式典の進⾏を務めます。よろしくお願い
します。 記念式典の進め⽅は、お⼿元のプ
ログラムをご覧いただければと存じます。 
 それでは早速式典を進めさせていただき
ます。はじめに、本⽇の環境アセスメント学
会創⽴ 20 周年記念式典を開催するに当た
り、本学会を代表して藤⽥⼋暉会⻑よりご
挨拶申し上げます。 
 藤⽥会⻑、よろしくお願いします。 

藤⽥⼋暉 環境アセスメント学会会⻑ 
 環境アセスメント学会は、2002 年 4 ⽉
に設⽴されましたので、ここに設⽴ 20 周
年を迎えることとなりました。環境アセス
メント学会創⽴ 20 周年記念式典を開催す
るに当たり、主催者を代表してご挨拶申し
上げます。 
 学会創⽴ 20 周年という、いわば成⼈を
迎えた記念の年に、会員の皆さま、ご来賓の
皆さまとともにお祝いできますことは誠に
有難く感謝に堪えません。 
 本⽇の式典に当たりましては、環境省の
和⽥総合環境政策統括官、学会の公益会員
を代表して埼⽟県の⽬良環境部⻑、また、賛
助会員を代表して梶⾕⽇本環境アセスメン
ト協会会⻑には来賓としてお越しいただき、
ご祝辞を賜りますこと、⼼から感謝申し上
げます。また、記念式典を⾏うに際して、開
催のご協⼒をいただいた法政⼤学の廣瀬総
⻑からも後ほどご祝辞を賜ります。 
 この度、学会創⽴ 20 周年記念式典を⾏
うに際して、多⼤のご協⼒をいただきまし
た皆さまにまずもって⼼から感謝申し上げ
ます。 

 
 2002 年に環境アセスメント学会が発⾜
後、20 年にわたり活動を積み重ねてきたわ
けでありますが、この間に多くの会員の皆
さまのご尽⼒により、さまざまな活動を⾏
うことができました。こうした⻑年にわた
るご貢献にあらためてその功績を称えます
とともに、感謝の意を表する機会として、表
彰式を設けさせていただき功労者表彰と感
謝状の贈呈を執り⾏わせていただきます。 
 また、記念講演を本学会の浅野顧問、中央
環境審議会の⾼村会⻑にお願いしておりま
す。環境アセスメント制度の課題や、今後学
会が取り組むべき⽅向について⽰唆をいた
だけるものと期待しております。 
 さて、20 周年という節⽬に当たり、本学
会の発⾜に際して作られた設⽴趣意書を読
み返してみますと、設⽴趣意書では次のよ
うに述べられています。 
 環境アセスメントが社会の意思決定のツ
ールとして、あるいは、環境影響を客観的に
⾒積もるための⼿段として、制度的にも技
術的にも、さらに継続的な改善が図られる
必要があります。このとき、社会の意思決定
⼿段の改善という点では、社会科学的な知
⾒が必要であり、⼀⽅、環境影響を客観的に
⾒積もる⼿段の改善という点では⾃然科学
的な知⾒が求められることとなります。こ
のように、環境アセスメントの発展のため
には、社会科学と⾃然科学とを問わず学際
的な交流を図り、研究のレベルを向上させ
るための場が備えられることが重要です。 
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 また、環境アセスメントは、極めて現実的
な課題に対応するためのものであり、研究
者の学術・技術水準を高めるだけで機能す
るというものではありません。その機能を
高めるためには、⾏政、企業、市⺠、NGO 
といった環境アセスメントに関する幅広い
関係者が参加し、現実的な課題に基づく議
論を活発に⾏うことが重要であると考えま
す。このため、インタ－ネットなどを活用
し、情報発信、情報交流機能を重視する、新
しい時代に即した学会を目指します。 
 このように、この設⽴趣意書において述
べられていますが、このことは 20 年を経
た今日においても本学会の基本を成す重要
な指針であると思います。 
 2002 年 4 ⽉に開催した設⽴総会におい
て学会規約が定められたのですが、この学
会規約では、設⽴趣意書の考えの下に学会
の目的が定められています。本学会はこの
目的を達成するため、歴代会⻑のリーダー
シップの下、役員の熱意ある運営と会員各
位の積極的なご協⼒により環境アセスメン
トのあらゆる分野をカバーする学際的な学
会として活発な活動を⾏ってまいりました。
学会創⽴ 20 周年という記念の年を迎える
に当たり、学会では記念特別事業を執り⾏
うこととし、学会設⽴ 20 周年記念事業特
別委員会を設置して企画検討を重ね、この
記念式典をはじめとしてさまざまな特別事
業を予定しています。 

 
 その第一弾として、20 年間の学会活動の
成果などを冊子「学会のあゆみ」として発刊
することとし本日、お手元にお配りしまし
た。皆さまには、これを紐解いていただいて
学会活動の成果とその成⻑の歩みをあらた
めて感じ取っていただければ幸いです。こ
の冊子を基に、今年開催する記念事業のあ
らましや会員からの寄稿などを収録した
「20 周年記念誌」を 2023 年 2 ⽉に発⾏す
る予定にしています。 
 また、本年度第 20 回研究大会は 20 周年
記念事業の一環として 9 ⽉ 3 日、4 日に東
京工業大学大岡山キャンパスにて開催しま
す。研究大会では、今後の環境アセスメント
のあり方をテーマとして公開シンポジウム
の開催などを企画しています。合わせて、本
日の記念式典後に予定した祝賀会をコロナ
感染対策のため⾒送ることとしましたので、
9 ⽉ 3 日には 20 周年の祝賀を兼ねて懇親
会を開催したいと計画しております。 
 さらに、2022 年度に発⾏する学会誌は
20 周年記念特集号として編さんすること
としています。 
 また、20 周年を機に、シニア会員制度の
導入、新たな表彰制度の導入などを⾏い、さ
らなる学会活動の発展に向けた制度づくり
を目指しているところです。 
 本学会の重要な責務は、環境アセスメン
トの意義や役割を深めシステムとして機能
するように問題点を解明、改善し、有効な社
会性をして定着を図っていくことにありま
す。環境アセスメントは、環境保全の基盤的
施策としての役割を担っており、環境アセ
スメント制度が有効に機能して広く関係者
の意⾒を反映することにより、環境に配慮
した意思決定がなされ、持続可能な社会を
実現することが可能になります。そのため
には、環境アセスメントの理論、研究面の探
求に加えて、社会制度としての観点から実 
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務上の課題を含めて、なお⼀層掘り下げて
いくことが求められています。 
 学会創⽴ 20 周年の節⽬を真に意義ある
ものとするため引き続きこれまでの学会活
動における成果と課題を検証するとともに、
持続可能な社会の実現に向けて環境アセス
メントにかかる法制度のレビューと新たな
展開について考究し、学会が取り組むべき
新機軸を打ち出したいと考えております。 
 これまでの 20 年間は学会の基盤の形成
期だったとすれば、これからの 10 年、さら
に 20 年は学会⾶躍の時期とするため、皆
さまの引き続きのご⽀援、ご協⼒を⼼より
願っております。 
 今後、学会活動をさらに進展させるため、
学会の⼀層の活性化を図り、会員の皆さま
とともにさらなる研さんを積んでいく覚悟
を表明し、式辞の結びといたします。 

村⼭）藤⽥会⻑、ありがとうございました。 

２．来賓祝辞 

村⼭）続いて、プログラム 2 番、来賓祝辞
に移ります。本⽇は、⼟曜⽇午後のお休みの
ところ、また、皆さま⼤変お忙しい中を各界
からご来賓をお迎えしております。 
 ここでお詫びと訂正があります。法政⼤
学総⻑廣瀬克哉様におかれましては、急な
ご公務が予定されていて、後ほどご出席に
なると伺っております。よろしくお願いし
ます。 
 それでは、ご来賓のトップバッターとし
て環境省を代表して総合環境政策統括官和
⽥篤也様よりご祝辞を頂戴したいと存じま
す。和⽥様、よろしくお願いします。 

〇 和⽥篤也 環境省総合環境政策統括官 
 ご紹介を賜りました環境省の和⽥でござ
います。本⽇、環境アセスメント学会創⽴
20 周年とのこと、このような感慨深い機会 

 
を迎えるに⾄りましたことについて、⼼よ
りお祝い申し上げます。 
 加えて、これまで 20 年間、さらには環境
アセス法ができてからでは 25 年、四半世
紀になるかと思いますが、これまで制度づ
くりとその発展に携わってこられた専⾨家、
先輩諸兄の皆さま⽅にあらためて感謝の念
を表明させていただきたいと存じます。 
 冒頭の祝辞として、私の思いも含めて少
しご挨拶させていただきます。今⽇は、環境
アセスメントをいかにこの 20 年間、25 年
間、環境⾏政を新しい側⾯で引っ張ってき
たかということのキーワードをご紹介でき
ればと思っています。 
 私は、26 年前の環境アセスメント法の制
定時において、当時の中央環境審議会の実
質の責任者が浅野直⼈先⽣でいらして、そ
こから 1 年間かけて 1997 年 6 ⽉に環境ア
セス法が制定されるまで、法律案検討の通
称タコ部屋に拉致されておりました。その
後も、法律施⾏に向けた基本的内容の検討
などでさらに 1 年かけて検討し、1998 年
施⾏に⾄ったわけであります。その後は、私
⾃⾝は主に地球温暖化対策を中⼼に環境省
組織の中で仕事をしてきましたので、そこ
から⾒た環境アセスメントの実⼒がどうで
あったのかということを、今あらためて考
えると、アセスメントは恐るべきその実⼒
を持っていると思います。 
 この点についてたくさん申し上げたいこ 
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⼀層のご指導、ご協⼒を賜りますよう、⼼か
らお願い申し上げます。 
 結びに、貴学会の⼀層のご発展とご参会
の皆さまのご健勝を祈念申し上げ、私から
のお祝いの⾔葉とさせていただきます。 
 本⽇は誠におめでとうございます。 

村⼭）⽬良様、ご祝辞、どうもありがとうご
ざいました。今後も学会の発展に向けて⼤
変⼒強いお⾔葉をいただいたと思います。
ありがとうございました。 
 続いて、賛助会員を代表して⽇本環境ア
セスメント協会会⻑の梶⾕修様よりご祝辞
を頂戴したいと存じます。梶⾕様、どうぞよ
ろしくお願いします。 

〇 梶⾕ 修 ⽇本環境アセスメント協会会⻑ 
 ただ今ご紹介いただきました⽇本環境ア
セスメント協会の会⻑を務めております梶
⾕と申します。よろしくお願いいたします。 
 この度、環境アセスメント学会が 2002
年 4 ⽉創⽴以来 20 周年を迎えられました
ことに対して、⼼からのお祝いを申し上げ
ます。 
 ⽇本環境アセスメント協会は、アセスメ
ントの実務に携わる⽇本唯⼀の全国的な団
体として 1978 年 1 ⽉創⽴以来 44 周年を
迎え、この間、環境影響評価法が完全施⾏さ
れた 1999 年には、主務官庁四省共管の公
益法⼈として社団法⼈に認定され、その後
2012 年⼀般社団法⼈に移⾏して今⽇に⾄
っております。 
 当協会は、これまで環境影響評価法の制
定・改正など環境アセスメント制度の変遷
と社会的動向に対応しながら、環境アセス
メントに関する技術向上と⼈材の育成、社
会的信頼性の向上に努め、持続可能な社会
の形成を⽬指して活動してまいりました。 
 研究開発やセミナー、研修などの活動、特
に環境アセスメント⼠認定資格制度の創設 

 
や⼈材育成には、貴学会の先⽣⽅には⼤変
なご⽀援をいただき、ともに環境アセスメ
ント制度の発展に取り組んできたところで
あります。 
 今年は、環境影響評価法が公布されて 25
年⽬となりますが、近年環境政策に⼤きな
変化が⽣じております。2015 年には国連の
持続可能な開発⽬標の SDGs の採択や気候
変動に関するパリ協定の締結など社会情勢
の⼤きな動きがあり、SDGs が重視する環
境、経済、社会の統合的な向上を図り、脱炭
素、循環、⽣物共⽣社会を同時に実現して持
続可能な社会を実現することが環境政策の
重要な課題になっております。 
 また、わが国の環境影響評価法をめぐる
動きとしては、2020 年 10 ⽉に 2050 年カ
ーボンニュートラルを⽬指す政府の宣⾔に
伴い、環境政策の⾒直しが加速され、⾵⼒発
電規模要件の変更や地球温暖化対策推進法
改正など、再⽣可能エネルギーの促進が図
られております。 

 今後の環境アセスメントは、こうした動
向を取り⼊れ、再⽣可能エネルギーなどの
分野での法・条例アセスを対象とした活動
について、環境アセスメントの適切かつ円
滑な推進を図る取り組みとともに、政策・
計画段階の戦略的環境アセスメント、⾃然
的・社会的リスクに対応した環境アセスメ
ントなど新たな環境アセスメントへの拡⼤
と環境アセスメントの技術的領域への拡⼤ 
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の取り組みなどが必要とされており、協会
としても積極的に進めてまいる所存です。 
 貴学会におかれましては、2002 年の発⾜
以来、研究発表、学術論⽂発表、国際交流、
公開セミナー、学術図書の刊⾏などさまざ
まな学会活動を通じて環境アセスメントに
関する制度と技術の向上に⼀貫して取り組
まれて、⼤きな成果を上げてこられました。
今後とも、環境アセスメント制度の⼀層の
充実と発展に向け、特に環境政策の課題に
応えるために、次の 3 つの役割に期待をし
ております。 
 1 つ⽬は、制度的な観点から、現⾏政策の
中での取り組みと新たな制度を検討し、そ
れを提⽰する役割です。2 つ⽬は、技術的な
観点から気候変動など環境アセスメントの
調査、予測・評価や環境対策などの技術⼿法
を検討し提⽰する役割であります。3 つ⽬
は、環境問題に関連する諸学会との連携・協
働を進めていく役割と考えます。 
 貴学会と協会は、学術⾯と実務⾯でさま
ざまな連携を図りながら活動を進めてまい
りました。これまでのご⽀援、ご協⼒に感謝
を申し上げますとともに、今後さらなる連
携を期待しているところです。 
 最後に、貴学会の今後のますますのご発
展と皆さま⽅のさらなるご活躍を⼼より祈
念いたしまして祝辞のご挨拶といたします。
本⽇は誠におめでとうございます。 

村⼭）どうもありがとうございました。⽇本
環境アセスメント協会は、学会よりも先に
創設されて、⼤変協⼒的に取り組まれてお
ります。今後の取り組みとして 3 点をいた
だきました。学会としてもこの取り組みに
ついて取り組んでいきたいと考えておりま
す。 

それでは、ご来賓として法政⼤学総⻑廣
瀬克哉様がご到着されておりますので、ご
祝辞をいただきたいと思います。 

 
〇 廣瀬克哉 法政⼤学総⻑ 
 ただ今ご紹介いただきました法政⼤学総
⻑の廣瀬克哉と申します。⼤変遅参いたし
まして、失礼をいたしました。申し訳ござい
ません。 
 本⽇は、環境アセスメント学会創⽴ 20 周
年の記念⾏事をこの法政⼤学市ヶ⾕キャン
パス、ボアソナード・タワーで開催していた
だきまして、誠にありがとうございます。そ
して、学会創⽴ 20 周年、⼼よりお祝い申し
上げたいと思います。 
 この建物がちょうど 2000 年春竣⼯です。
前年に法政⼤学は⼈間環境学部を設置して
おります。「サステナビリティー」がその学
部を設計していくときの基本的理念の 1 つ
でありました。その前後に、ISO4001 の取
得を、⼤学としてまずは市ヶ⾕キャンパス
の中の校舎を⽪切りに、徐々にサイトを広
げていくというようなことを⾏った上で、
現在では独⾃の環境マネジメントシステム
を⾃ら回していくという形で環境マネジメ
ントに取り組んでおります。また、2016 年
に制定した法政⼤学憲章の結びの⾔葉は
「法政⼤学は持続可能な社会の未来に貢献
します」、これが結びの⼀⽂です。⼤学憲章
の最後にこの持続可能性、そして社会の未
来が持続可能性というキーワードの中にあ
り、そのことに貢献をすることについて、⼤
学の社会貢献における中⼼の使命と位置付
けているということです。 
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 その理念に照らしても、まさに環境アセス
メント学会のこのような節⽬の⾏事におい
て⼤学を使っていただいたことは⾮常にあ
りがたいことであり、またこの機会にこうし
た⼤学の姿勢も知っていただけるきっかけ
になれば、⼤変うれしいことであります。 
 さて、私ごとではあるのですが、私⾃⾝と
環境アセスメントの関わりについて、かな
り古い話になるのですが、少し⾔及させて
いただいてお祝いの⾔葉にさせていただき
たいと思います。 
 私⾃⾝は、1980 年春に東京都で⾏われた
環境アセスメント条例制定の直接請求運動
に当時⼤学⽣で参加しておりました。東京
都の、この巨⼤な⼈⼝で 50 分の 1 の署名
を集めるのはなかなか⼤変なことであり、
条例制定直接請求が都条例について成⽴し
た極めて稀な市⺠運動であったと記憶して
おります。その中に参加し、学部の三年⽣か
ら四年⽣に向けて準備期間から実際の署名
集めの時期に⼀連の勉強会、学習会が開か
れ、その場で何⼈かの⼤学の先⽣⽅、さまざ
まな専⾨家の講演を聞く機会がありました。
その中のお⼀⼈に⾏政学者でその後地⽅分
権改⾰を推進する役割を担っていくことに
なる⻄尾勝先⽣、先ごろ亡くなりましたが、
その⻄尾先⽣と私⾃⾝が初めて会ったのも
そういう場でありました。後に⼤学院で指
導教授になっていただき、私⾃⾝は都条例
と直接請求、そしてそれが都議会であっさ
り否決されていったというような流れの中
で、地⽅⾃治分権を、そして議会改⾰などを
メインの研究フィールドにしていくことに
なりますが、その出発点として、環境アセス
条例の制定運動の経験があったことを今に
なると思い起こします。今回は環境アセス
メント学会の創⽴ 20 周年⾏事でご挨拶さ
せていただくという機会をいただき、あら
ためてそのことを思い出しました。 

 
 当時、⼤学⼀年⽣で参加をしていた中に
は鎌形浩史さんがいらっしゃいました。2
年前まで、前の環境事務次官だと思います。
彼が当時の環境庁に就職をすることを決め
たプロセスと直接つながっているわけでは
ないのですが、⼤学⼊学したての彼が⼀緒
に活動していたことは⾮常によく覚えてい
ます。⼀緒に活動した中には杉⽥敦さん、政
治思想史を専⾨とする法政⼤学の教員です。
また、⾏政学の⼭⼝⼆郎さんもいたことを
思い出します。 
 いずれにしても、普通の市⺠の皆さんと、
⼀定の科学的知⾒を持つ専⾨家が連携して
⼤きな事業を回していくために、社会の中
でどういう合意を作り⼀定の⽅向に向いて
政策や事業を動かしていくかという 1 つの
仕組みとして環境アセスメントがあるわけ
です。私⾃⾝は、直接このテーマを研究対象
にする、そういう研究者としての歩みはあ
りませんが、⾃分の研究にとっての出発点
に環境アセスメント制度について関わりが
あったことを、今回の機会をいただき、あら
ためて思い出している次第です。 
 今や、地球社会のメインのアジェンダの
中にそれを実現していくための⾮常に重要
なツールとしての環境アセスメントがある、
そのことをめぐって政府の課題や改善策が
検討され、またそれをツールとして使いな
がら、社会全体をどのように⼤きな課題に
取り組んでいくのか、それを前進できるの
かに、まさにこの学会が取り組んでおられ
ることを、講演を通してあらためて認識さ
せていただきました。 
 学会は 20 周年を迎えられたということ
ですが、2050 年にどうなっているか、その
⼿前の 20 年代半ばに向けて何を今やらな
くてはいけないのか。そうした点について、
まさに最前線で取り組んでいかなければい
けない課題に対し、⻑い視野を持ってしっ 
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かりと持続して取り組んでいくことが求め
られているのではないかと、あらためて認
識をする機会をいただきました。 
 結びとして、今後の環境アセスメント学
会のさらなる発展と、それによってまさに
持続可能な社会の未来を構築していくこと
の⼀翼をこの学会が担っていかれることを
祈念いたしまして、開催校としてのご祝辞
に代えさせていただきます。 
 本⽇は記念式典、誠におめでとうござい
ました。 

村⼭）廣瀬様、本当にありがとうございまし
た。東京都条例の制定の活動に印象深いお
話だったと思います。⼤変お忙しいところ
お越しいただきありがとうございました。 

３．環境アセスメント学会 20 年の沿
⾰と記念事業の概要 

村⼭）それでは、プログラム 3 番、環境ア
セスメント学会 20 年の沿⾰と記念事業の
概要について、本⽇の学会創⽴ 20 周年記
念事業の実務を担当している⽥中充 20 周
年記念事業特別委員会委員⻑よりご報告申
し上げます。 

⽥中充 学会創⽴20周年記念事業特別委員会
委員⻑ 
 ご紹介いただきました環境アセスメント
学会創⽴ 20 周年記念事業特別委員会委員
⻑の⽥中充です。今回の 20 周年記念事業
について責任者を務めております。 
 私からは、環境アセスメント学会の発⾜
と学会 20 年の歩み、そして今回の記念事
業のあらましについて、ご紹介させていた
だきたいと思います。 
 学会は、2002 年 4 ⽉、中央⼤学後楽園
キャンパスにて設⽴総会を開催し、今年 20
年⽬を迎えるところです。初代会⻑には島
津康男先⽣、その後浅野直⼈先⽣、3 代⽬会 

 
⻑が⿅島茂先⽣、4 代⽬会⻑が柳憲⼀郎先
⽣、そして 5 代⽬が私、6 代⽬が現会⻑の
藤⽥⼋暉先⽣です。 
 学会の⽬的は、先ほど藤⽥会⻑からも紹
介がありましたように、持続可能な社会の
構築に寄与することをめざし、環境アセス
メントに関する理論と実践を統合的に研究
していくということになります。 
 学会員は約 400 名、そのうち正会員が約
340 名となっています。注⽬していただき
たいのは、約 340 名の正会員のうち⼤学な
どの研究者は⽐較的少なくて 4 分の 1 程度
で、企業・コンサルタントが約 6 割を占め
ています。こうした事業者所属の皆さんに
は、現場での実践的な課題や知⾒の⾯から
さまざまな協⼒をいただいています。また、
国・⾃治体の⾏政関係の個⼈会員は約 20 名
です。これは⽐率としては少ないのですが、
公益会員として広く関わっていただいてお
ります。その他には社団法⼈、NPO 団体な
どの関係者にもご協⼒をいただいています。 
 主な学会活動は、毎年研究⼤会を 9 ⽉か
ら 10 ⽉に開催し、また 5 ⽉には学会総会
と公開セミナーを開催しております。さら
に、学会全体の中で委員会活動として学術
委員会、編集委員会、企画委員会、⾏事委員
会、情報委員会、表彰委員会、国際交流委員
会などの分野で活発に活動をしています。 
 ⼀例ですが、国際交流活動として IAIA 国
際影響評価学会への参加、またアジア環境 
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アセスメント会議 AIC に積極的に参加し、
国際会議においても会員が発表をさせてい
ただいているところです。また、環境アセス
関係のさまざまなトピックについて気軽に
参加できるサロン会や、学会編集による出
版物も発刊しており、市販の書籍の出版や
定期的な学会誌の発⾏も⾏っております。 
 これまでの 20 年間の研究発表⼤会の経
緯や、こうした主な委員会活動の状況など
については、お⼿元の「学会のあゆみ」冊⼦
に詳しく載っていますので、後ほどお⽬通
しいただければ⼤変幸いです。 
 いずれにしても創⽴以来の 20 年の間、学
会員のご協⼒はもとより、⾏政団体、事業者
関係の協会など、多くの団体関係者にもご協
⼒をいただいて活動を重ね、学会の研究成果
がまとまってきていると考えております。 
 また、公開セミナーのテーマを時系列で
並べてみると、20 年間で環境アセスメント
に関わるテーマがどのように変わってきた
か、⼀⽬でお分かりになると思います。最初
は、環境アセスメントにおける住⺠参加の
課題や⽣態系保全の問題、こうした制度的、
技術的なテーマが関⼼を集めましたが、中
盤からは⾵⼒発電事業や再⽣可能エネルギ
ーのテーマが多くなり、現場の実務的⼿法
の課題であるとか、理論的な制度⾯での課
題について、広く公開セミナーの中で議論
させていただいてきております。 
 これは後ほどご紹介いたしますが、環境
アセスメントに関わる制度的な論点や技術
⼿法の課題に関して、学会編さんの書籍と
して取りまとめ、集⼤成して発信しており
ます。会場⼊り⼝の受付にもご案内してい
ますが、これまで⼩冊⼦を 9 冊、発刊して
います。最新のものでは「事例で読み解くア
セスの効果（役割）」「先⼿先⼿の環境配慮が
肝⼼「配慮書を活⽤しよう」」など、どちら
かというと環境アセスに⼗分な知⾒を持た 

 
ない市⺠などの皆さんに冊⼦を⼿に取って
いただき、環境アセスメントの使い⽅、活⽤
の仕⽅を学んでいただくといった趣旨で情
報発信をさせていただいてきたものです。 
 続いて、学会ではこの 2022 年を中⼼に 20
周年記念事業を企画しており、その概要を紹
介させていただきます。本⽇は記念式典の開
催です。また、「学会のあゆみ」を皆さまのお
⼿元にお届けしておりますが、さらに「学会
創⽴ 20 周年記念誌」をこの後 1 年かけて作
成し、学会員の中で共有してまいります。 
 また、学会誌は年 2 回発⾏しますが、そ
の中で 20 周年記念特集を予定しており、
具体的な誌⾯構成については、編集委員会
と調整をしながら進めてまいります。 
 さらに、学会創⽴ 20 周年を迎えた総括
と今後の期待に関して、幅広い関係者が振
り返る機会として座談会の形で、2021 年
11 ⽉と 2022 年 9 ⽉の研究⼤会にあわせ
て、開催を計画しております。また、2022
年 9 ⽉のアジア環境会議 AIC の際には、学
会 20 年の成果に関してアジアにも発信で
きるよう、準備を進めております。 
 お⼿元に配布しております冊⼦「学会の
あゆみ」ですが、各界の関係者の皆さま、学
会役員、そしてご⽀援をいただいている関
係団体の各位に⼤変⽰唆に富むご寄稿をい
ただいております。これらのご指摘も含め
て、今後の学会活動に向けた課題、⽅向性に
ついて、整理をしてまいります。また、学会
の事業活動について年表形式により 2002
年から 2021 年まで、20 年間の歩みを振り
返っています。どうぞ、これも⼿に取ってこ
の間の学会の課題を含めてご確認いただけ
れば幸いに存じます。 
 最後に、学会の今後の発展に向けて、私な
りの課題をまとめました。これまで、会員の
ご協⼒により、現場の実態に即した活発な
学会活動が展開されてきたと評価できると 
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思います。ただ、課題として会員数が減少し
てきていること、この点はどの学会でも同
様の傾向があるとも聞いていますが、会員
数が漸減しており、それにあわせて学会活
動の基盤となる財源も縮⼩しつつあります。
この点については、早急に対策をとらなけ
ればいけないと受け⽌めております。 
 関連して、今後に求められる環境アセス
メントに向け、例えば会員の幅広い参加を
得た学会活動を展開していくことが求めら
れています。学会員にぜひご協⼒をいただ
きながら対応策を講じていく必要がありま
す。⼀⼈ひとりが関⼼ある活動に参加する
ことによって活動の活性化につなげ、この
ことが退会数の縮⼩と新規会員の増加につ
ながるという好循環が求められます。 
 次の 10 年、20 年に向けて、ぜひ会員の皆
さまのご協⼒をお願い申し上げまして、私か
らのご報告のまとめにさせていただきます。 
 ご清聴、ありがとうございました。 

村⼭）⽥中先⽣、ありがとうございました。
学会の活動の沿⾰、20 周年記念事業の概要
についてご報告をさせていただきました。 

４．表彰 

村⼭）続いて、プログラム 4 番、表彰です。
2002 年に本学会が発⾜し、今⽇まで 20 年
の活動ですが、この間、多くの会員の皆さま
にご理解とご協⼒をいただいてさまざまな
活動を⾏うことができました。創⽴ 20 周
年の節⽬に当たり、こうした皆さまの⻑年
のご協⼒、ご貢献にあらためて功績を讃え
るとともに感謝の意を表する機会としてこ
のような場を設けさせていただきました。 

（1）功労者表彰 
村⼭）それでは、功労者表彰者のお名前を読
み上げます。また、藤⽥会⻑から表彰状など
をお渡ししたいと存じます。功労者表彰者 

 
の名簿リストは本⽇配布の「学会のあゆみ」
の 69 ページから記載しております。こち
らもあわせてご覧いただければと思います。 
 なお、本来であれば対象者お⼀⼈お⼀⼈
に表彰状などをお渡しするところですが、
新型コロナ感染対策の観点から、誠に恐縮
ではありますが、各区分の代表者において
壇上で会⻑より表彰状などをお渡しする形
を取らせていただきます。略式で進⾏しま
すことをご理解いただければと存じます。 
 それではまず、功労者表彰です。これは
20 年間に及ぶ学会活動の中で、会⻑経験者、
役員経験者、名誉会員に対して表彰をさせ
ていただくものです。お名前を読み上げま
す。⼤変恐縮ですが、その場でご起⽴いただ
ければと思います。よろしくお願いします。 
 会⻑経験者からまいります。浅野直⼈第
2 代会⻑、柳憲⼀郎第 4 代会⻑、⽥中充第
5 代会⻑。なお、⿅島茂第 3 代会⻑は都合
によりご⽋席です。以上、代表して浅野直⼈
会員、壇上にお進みください。 

藤⽥）表彰状、浅野直⼈殿。あなたは、環境
アセスメント学会の会⻑として学会の運営
にご尽⼒いただき、本学会の発展のために
多⼤なるご貢献をされました。学会創⽴ 20
周年に当たりその功労をたたえ、ここに表
彰いたします。令和 4 年 5 ⽉ 21 ⽇、環境
アセスメント学会会⻑藤⽥⼋暉。 

村⼭）ありがとうございました。 
 続きまして、役員経験者表彰です。表彰対
象となる役員経験者は、これまでで 10 期
に及ぶ役員体制の中で 7 期以上にわたって
役員をお務めいただき、学会の発展に貢献
をいただいた会員を対象としています。会
員番号順にお名前を読み上げますので、そ
の場でご起⽴いただければと存じます。 
 ⽯川公敏会員、沖⼭⽂敏会員、倉阪秀史会
員、栗本洋⼆会員、原科幸彦会員、⽥中章会員、 
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上杉哲郎会員、市川陽⼀会員、梶⾕修会員、
傘⽊宏夫会員、塩⽥正純会員、村⼭武彦会
員、吉⽥正⼈会員、⽮持進会員。以上 14 名
を代表して⽯川公敏会員、壇上へお進みく
ださい、よろしくお願いいたします。 

藤⽥）表彰状、⽯川公敏殿。あなたは、環境
アセスメント学会の役員として⻑年にわた
り学会の活動にご尽⼒いただき、本学会の
発展に⼤きく貢献されました。学会創⽴ 20
周年に当たりその功労をたたえ、ここに表
彰いたします。令和 4 年 5 ⽉ 21 ⽇、環境
アセスメント学会会⻑藤⽥⼋暉。 

村⼭）ありがとうございました。 
 続きまして、名誉会員の表彰です。これ
は、名誉会員として学会の発展に貢献をし
た功績をたたえて表彰するものです。本⽇
は表彰対象の猿⽥勝美名誉会員はご都合に
より⽋席でございますので、お名前のみご
紹介させていただきます。 

（2）感謝状贈呈 
村⼭）続きまして、感謝状贈呈に移ります。
これは、20 年間に及ぶ学会活動において事
務局として、また会員として学会の発展に
尽⼒いただいたことに対して感謝の意を表
するものであり、事務局経験者、永続会員、
公益会員、賛助会員に対して感謝状を贈呈
させていただきます。 
 最初に事務局経験者への感謝状の贈呈で
す。2002 年の学会創⽴以来事務局⻑として、
あるいは事務局⻑補佐として⻑きにわたり
学会の発展にご尽⼒いただいております。
お名前を読み上げますので、ご起⽴をいた
だければと思います。 
 まず、尾上健治会員、吉⽥秀会員、本⽇は
ご⽋席ですが、安⻄弘康様、齋藤洋様にも感
謝状を差し上げることになっています。代
表して尾上健治会員、壇上にお願いいたし
ます。 

 
藤⽥）感謝状、尾上健治殿。あなたは環境ア
セスメント学会事務局⻑として本学会の発
展のために⼤きく貢献され、ご尽⼒いただ
きました。学会創⽴ 20 周年に当たりここ
に深く感謝の意を表します。令和 4 年 5 ⽉
21 ⽇、環境アセスメント学会会⻑藤⽥⼋暉。 

村⼭）ありがとうございました。 
 続きまして、永続会員への感謝状の贈呈
です。永続会員は、創⽴年度からの継続の会
員で、役員としてお務めいただき、学会活動
の発展にご貢献いただいたことに対して感
謝の意を表するものです。対象者に感謝状
を贈呈いたします。会員番号順に読み上げ
ますのでご起⽴いただければと思います。 
 若松伸司会員、⽯野耕也会員、⼩林正明会
員、⼤塚直会員、伊東英幸会員、錦澤滋雄会
員、松永忠久会員、佐藤律⼦会員、⻄村正直
会員。また本⽇はご⽋席ですが、朝賀広伸会
員、浦郷昭⼦会員、作本直⾏会員、奥真美会
員、以上 4 名の会員にも感謝状を差し上げ
ることになっています。 
 それでは、永続会員を代表して若松伸司
会員、壇上にお願いいたします。 

藤⽥）感謝状、若松伸司殿。あなたは環境ア
セスメント学会発⾜当初より⻑きにわたり
学会役員、会員として学会の活動に参画さ
れ、本学会の発展に貢献されました。学会創
⽴ 20 周年に当たりここに深く感謝の意を
表します。令和 4 年 5 ⽉ 21 ⽇、環境アセ
スメント学会会⻑藤⽥⼋暉。 
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村⼭）ありがとうございました。 
 続きまして、公益会員への感謝状の贈呈
です。公益会員は⾏政機関の会員としてご
活動いただき、学会の発展にご貢献があっ
たことに対して感謝の意を表するものでご
ざいます。お名前を読み上げますので、その
場でご起⽴をいただければと存じます。 
 埼⽟県環境部様。また福岡市環境局様、北
九州市環境局様におかれては、本⽇はご⽋
席です。なお、公益会員の 3 団体におかれ
ては表彰を辞退されると伺っています。 
 それでは、公益会員を代表して埼⽟県環
境部様、壇上にお進みください。 

藤⽥）感謝状、埼⽟県環境部殿。貴団体は環
境アセスメント学会の公益会員として学会
の活動にご協⼒を賜り、本学会の発展に⼤
きく貢献いただきました。学会創⽴ 20 周
年に当たりここに深く感謝の意を表します。
令和 4 年 5 ⽉ 21 ⽇、環境アセスメント学
会会⻑藤⽥⼋暉。 

村⼭）ありがとうございました。 
 それでは、最後になりますが、賛助会員へ
の感謝状に移ります。賛助会員は、事業者団
体の会員としてもご活動いただき、学会の
発展にご貢献いただいたことに対して、感
謝の意を表するものでございます。 
 会員番号順にお名前を読み上げますので、
その場でご起⽴いただければと存じます。 
 株式会社静環検査センター代表取締役徳
⽥茂様、株式会社ドーコン代表取締役社⻑
佐藤謙⼆様、パシフィックコンサルタンツ
株式会社様、⻄部環境調査株式会社様、中電
技術コンサルタント株式会社様、⽇本⼯営
株式会社様、株式会社ポリテック・エイディ
ディ様、⼤成建設株式会社クリーンエネル
ギー・環境事業推進本部様、株式会社
KANSO テクノス様、⽇本エヌ・ユー・エス
株式会社様、株式会社東京久栄様、株式会社 

 
エイト⽇本技術開発様、株式会社三菱地所
設計様、株式会社オオバ様、東北緑化環境保
全株式会社様、公益財団法⼈海洋⽣物環境
研究所様、株式会社沖縄環境保全研究所様、
株式会社オリエンタルコンサルタンツ様、
株式会社千代⽥コンサルタント様、ムラタ
計測器サービス株式会社様、⼀般社団法⼈
⽇本環境アセスメント協会様、⼀般社団法
⼈⽇本⾵⼒発電協会加藤仁様。 
 また、以下の 5 団体は本⽇ご⽋席でござ
います。東京パワーテクノロジー株式会社
様、J-POWER ジェネレーションサービス株
式会社様、株式会社⽇建設計様、⼀般財団法
⼈電⼒中央研究所サステナブルシステム研
究本部様、⽇本製鉄株式会社様、以上です。 
 また、賛助会員のうち 1 団体におかれて
は表彰を辞退されると伺っております。 
 それでは、代表して株式会社静環検査セ
ンター様、壇上にお進みいただければと思
います。 

藤⽥）感謝状、株式会社静環検査センター代
表取締役徳⽥茂殿。貴団体は環境アセスメ
ント学会の賛助会員として学会の活動にご
協⼒を賜り、本学会の発展に⼤きく貢献さ
れました。学会創⽴ 20 周年に当たりここ
に深く感謝の意を表します。令和 4 年 5 ⽉
21 ⽇、環境アセスメント学会会⻑藤⽥⼋暉。 

村⼭）どうもありがとうございました。 
 表彰へのご協⼒、誠にありがとうござい
ました。これまで学会に対して⻑年にわた
って多くのご功労、貢献をいただいた皆さ
まに感謝の気持ちを表明させていただきま
した。今後とも学会の発展に向けてご協⼒
をいただければと存じます。 
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なお、表彰状などは先ほど壇上にて会⻑

より代表者の⽅にお渡ししました。その他
の皆さまには後ほど、式典の終了後、会⻑よ
りお渡しさせていただきますので、よろし
くお願いします。 

５．記念講演 

村⼭）それでは、プログラム 5 番に移りま
す。これは、学会創⽴ 20 周年を記念して、
環境アセスメント制度の課題、あるいは今
後の取り組むべき⽅向について有識者の先
⽣⽅にご指導いただくよう企画したもので
ございます。 

記念講演の 1 番⽬として、本学会顧問と
してもご活動いただいております浅野直⼈
福岡⼤学名誉教授より、「アセス制度の課題」
としてご講演いただきたいと存じます。 
 浅野先⽣、よろしくお願いします。 

（１） 浅野直⼈ 環境アセスメント学会顧
問 「アセス制度の課題―学会 20 周年に思
うこと―」 

 それでは、少しお時間をいただいてお話
をさせていただきたいと思います。 
 アセス学会は創⽴ 20 周年を迎えまして、
本当にうれしく思っています。実は私の研
究上の本籍地は法律学の中でも⺠法学です。
ボアソナードは⽇本の⺠法を⽣み出した親
みたいな⼈です。ボアソナードの名前を冠
したこのホールで今⽇お話をさせていただ 

 
けることには、特別の感慨を覚えることで
ございます。 
 2017 年のことですが、アセス学会誌で環
境アセスメント制度ができて 20 周年の記
念特集を⾏ったことがあり、「環境影響評価
制度の 20 年を振り返る」という原稿を書
いたことがあります。その中で⽇本のアセ
ス法制定の経緯を記すとともに、制度に残
された課題が⼤きく⼆つあると記しました。
⼀つは、環境政策課題が⼤きく変わってき
た、それにどう対応するかが課題だろうと
いうこと、もう⼀つは、よりよい決定のため
のアセスという法制度制定時の理念をより
具体化していくためには全部で五つぐらい
の課題があるだろう、そんなことを書いた
ことを思い出します。 
 このうち、前者のテーマについては、本
⽇、私の話の後で⾼村先⽣が話をしてくだ
さいますから、私は主に⼆つ⽬の課題とし
て挙げた点についていくつか取り上げてお
話をしようと思います。こんな機会ですか
ら、回顧談をやってもいいのかもしれませ
んが、今⽇配られた「学会のあゆみ」の冊⼦
に元会⻑としての回顧談も書かせていただ
いておりますし、アセス法ができたときの
いきさつの類はこれまでに⾊々な機会にさ
んざん話していますので、今⽇は、やはり先
を考えてということで、いくつかの課題に
ついてお話させていただきます。 
 当時、私が「よりよい決定のためのアセス
制度に向けての課題」として残されている
と記したのは、
①広義の戦略
的環境影響評
価システムの
導⼊、②対象事
業種・規模の⾒
直し、③⼿続き
の時間短縮、 
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④⻑期未着⼯などの場合の再アセス、⑤ア
セス⼿続きへの争訟システムの整備と当事
者適格要件の整備、の五つでした。本⽇は、
時間の関係もありますので、①、④、⑤の三
つについて取り上げてみたいと思います。 
 まず、①です。広義の戦略アセスメントの
導⼊については、このスライドに記してい
るとおりの環境基本法 19 条の規定が 20 条
の前にあって、とにかく国はおよそ環境影
響を及ぼすと認められる政策を策定するに
は必ず環境保全を配慮しなければいけない
とされているわけですから、たとえば昔、郵
政⺠営化という出来事がありましたけれど、
そういう政策変更に⾄るまで、それをした
ら⼀体どういう環境上の影響があるのかを
予測・評価し、影響があるならそれをどうす
るのか、という配慮をしなければいけない、
ということになるはずです。 
 環境基本法 20 条に書かれている場合の
みならず、もっと広く環境配慮をすべきで
あってそのために影響の有無を予測しなけ
ればならないということが環境基本法 19
条に書かれているわけですが、なかなかこ
れが具体化されてこなかったのが現実です。
ただ、先ほど和⽥総合環境政策統括官のお
話にもありましたが、昨年の地球温暖化対
策推進法改正によってこの 21 条の 5 項か
ら 7 項に戦略的アセスという考え⽅に⼀歩
近づいたかなという感じの規定が⼊りまし
た。それは、市町村が定める地⽅公共団体実
⾏計画のなかに、地域の再エネを活⽤した
脱炭素化を促進する事業（地域脱炭素化促
進事業）に係る促進区域や環境配慮・地域貢
献に関する⽅針などを定めるよう努⼒せよ
という努⼒義務の規定であり、そして 22 条
の 11 では、この計画に即した事業を⾏お
うとする者が、その事業計画について市町
村の認定を受けることによって、アセス
法の⼿続きについても⼀部省略ができる、 

 
つまり、配慮書⼿続きは要らなくなるとい
うことが規定され、それ以外にも、温泉法・
森林法・農地法・⾃然公園法・河川法・廃掃
法などの法令上の⼿続きについても特例が
設けられることが決まったわけです。これ
は⼤変注⽬できることだと思っています。 
 広い意味での戦略アセスメント（SEA）を
考える場合には、まず、事業者がそれをやる
のではなくて、公的セクターがそれをやる
ことが必要です。今回のこの温対法改正で
は、市町村が協議会という場を通してでは
ありますが、主体となってこの地域脱炭素
促進事業の促進区域などを定める⼿続きを
進めていくということですから、その点が
まず第⼀にSEAに近いと⾔えると思います。 
 第⼆に、この促進区域を定めるという個
別の事業計画を具体化する以前の段階で環
境配慮をちゃんと図ることが、仕組みとし
て 21 条 6 項の規定に⼊っていますので、
この点もSEAにかなり近いことになります。 
 なお、法律上は「促進区域」と書いてあり
ますが、つい最近出された環境省の通知に
よると、そうは書いたけれども特に書いて
ほしいのは、ここは駄⽬だということをは
っきりしてほしい、ということが⾃治体に
対して呼びかけられているとのことですが、
これはまさにSEAの発想そのものというこ
とになります。 
 第三に、事業アセス⼿続きとの接点がち
ゃんとできている。つまり、先にも指摘した
とおり、この⼿続きを経由していくと配慮
書⼿続きが省略できるので、この点は実は
新たに配慮書の⼿続きを⼊れるようにアセ
ス法の改正をしたときに議論をしたことで
す。事業者にやってもらうのと別の段階で
の話があるのではないかということがここ
でようやく実現できたことは⼤層うれしい
ことだと思います。今後は、この仕組みがう
まく動いていくことを祈っています。 
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 具体的に促進区域を策定するにあたって、
やり⽅を間違えるとかえって混乱の種にな
ってしまうかもしれないのですが、たぶん、
つい最近出された環境省の通知をよく理解
した上で、都道府県でまずしっかりと⽅針
を打ち出して、それを⾒て市町村が動いて
くださるということであればうまくいくの
だろうと期待しております。 
 次に④の再アセスです。アセスをやった
がその後全然着⼯されない、それでいてア
セスから 15 年も経ってから、15 年前に実
施したアセスがあるんだから直ちに事業を
やるぞなんていうのはおかしいわけですね。
現⾏法はそういうことを⼀応意識はしてい
て、このスライドにあるように 32 条に「変
更の必要があると認められるとき」にはも
ういっぺんちゃんとアセスの「⼿続きを⾏
うことができる」という条項があります。 
 ただし、この「できる」と書いてあるその
主語は何かというと「事業者は」とありま
す。事業者が「できる」という規定があるに
はあるわけです。ただしかし、この規定をも
う少し強くすることについてこれまで中環
審の⼩委員会などで議論をしてきたのです
が、やはり⻑期未着⼯を要件とするとして
も、それは⼀体どういう場合が⻑期未着⼯
となるのか、期間の決め⽅についてなかな
か難しいものがあります。さらに、未着⼯と
いうと、スコップを持っていってちょっと
⼟を削ってだけでも着⼯したと⾔われたら
それでもう終わりともなりかねませんので
それも⾟い。これは時間をかけて検討しな
ければと⾔うことで、これまで検討を先送
りにしてきていました。 
 しかし、考えてみると「認めるとき」とい
う点についてですが、「事業者が認めるとき」
と条⽂には書いてあるのですが、そうでは
なくて、認めるというのは地域環境主体で
ある都道府県、市町村などの側の判断で「認 

 
める」ことにすることが本来の筋だという
べきです。そしてそのように⾃治体の⻑が
「認めた」場合に、最低限「要請することが
できる」という規定とすること位には改め
たいものです。さらにできることなら、電気
事業法のアセスには取り⼊れられている
「命ずることができる」という表現が⼊れ
ばなおいいのですが、それはなかなか難し
いことでしょうね。しかし、いずれにせよ、
⻑期未着⼯の場合に再アセスすることにつ
いてはぜひちゃんとやるというルールを作
っていかなくてはいけない、そんなふうに
思ったりしております。 
 さて、次のスライドに環境省の環境研究
総合推進費とあります。今年の 3 ⽉に終わ
った 3 年間の研究課題に、「世界環境憲章と
国際・国内の環境規範の在り⽅に関する研
究」という課題がありました。代表は⼤塚直
先⽣です。⼤塚先⽣は本学会理事でもいら
っしゃるのですが、さらに国際法チームメ
ンバーで中⼼になっておられるのはこのあ
とお話くださる⾼村ゆかり先⽣です。この
課題の採択の段階では、私は採択審査の側
にいたのですが、この課題が採択された理
由には次のようなことがありました。皆さ
んご存知の SDGs は、実はあまり知られて
いないのですが、その策定過程での⽇本の
貢献がすごく⼤きいのです。それは、国連で
SDGs の検討が始まった段階でこの環境研
究推進費での課題のうちに SDGs について
の研究を採択しまして、そこから随時研究
成果を発信をしていきました。国際の議論
にこれらの発信が⼤きく寄与しておりまし
て、⼤きく SDGs の策定に影響を与えるこ
とができた、という経験があります。 
 そこで、2017 年にフランスが提唱したこ
とによって世界環境憲章案を国連で国際法
化しようではないかという動きに関しても
同じように⽇本からの発信をしたいものだ、 
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この強⼒なメンバーに研究してもらえばそ
こから有効な発信ができるのではないかと
いう期待を込め、また、これらの国際的な法
原則の検討作業での動向をいち早く⽇本法
の制度の中に⽣かせるようにしたい、とこ
ういう期待をももちましてこの課題での研
究を始めていただいたという次第でした。 
 この課題は三年間の研究でしたが、採択
時の期待どおりの成果を上げていただきま
した。この研究の中間評価段階での評価も
⼤変いい評価でしたし、国連に対しての発
信が⼗分できたと思います。ただし、残念な
がらというか、世界環境憲章案を国連で法
的な拘束⼒のある条約としての決定にする
ことには⾄らず、政治宣⾔を⾏うことに留
まりました。しかし、そうはいうものの国際
法の世界では法的拘束⼒のある条約でなく
ても、国際機関での権威ある宣⾔という形
で⾔われたことについては、これをソフト
ローと呼びますが、条約などのハードロー
に並ぶものとして尊重されております。そ
して例えば国際的な裁判の中ではそれがち
ゃんと機能することが常識になっています
ので、それを考えるとこの世界環境憲章案
で提⽰されており、整理されている法理に
関しては、それを⼤塚先⽣たちの研究グル
ープがいろいろと検討してくださったわけ
ですが、わが国として決して無視できませ
んし、今後⼗分その内容に留意していかな
いといけないと思います。 
 さて、世界環境憲章案として出されたも
のが⽇本にどういう影響を及ぼすだろうか、
これは⼤塚先⽣のスライドをまるごと写さ
せていただいてここにお⽰ししているもの
ですが、世界環境憲章案の第 5 条に未然防
⽌という項⽬があります。ここには、アセス
メントの義務に関してちゃんと位置付けら
れていることにはぜひ留意しなければいけ
ないと考えます。この世界環境憲章案の中 

 
⾝そのものは 1972 年にストックホルムの
⼈間環境宣⾔が⾏われ、その後 1992 年の
環境と開発に関するリオ宣⾔、これは⽇本
の環境基本法のベースになっているもので
すが、これらを通じて発展してきた法原則
を整理したもので、専⾨家の間ではこの辺
りがだいたい現在の環境法原則の相場観か
なといったところになっているようです。
ですから、これらを受け⽌めて国内の法的
枠組みを作るとともに、これを具体化でき
るようにガバナンスを整えていかないと、
こうした国際社会の動きには⽴ち遅れてし
まう。という⼼配もあるというわけです。 
 そういうものの中にアセスがしっかりと
位置付けられている、提約国は、環境に著し
い悪影響を及ぼす可能性のある事業・活動・
計画⼜はプログラムの許可⼜関与を決定す
る前に、環境影響評価を確実に実施するた
めに必要な措置を講ずるものとする、と書
いてある。これは本当に重要なことです。 
 なお、未然防⽌原則は実は、明らかに危険
であることを避けなければいけない、その
ために明らかに危険であるかどうかをちゃ
んと予⾒しなければいけない、つまり、現代
社会における損害賠償法の基本原則ですが、
これと全く同じ考え⽅を⾔っているわけで、
⾃分がやろうと思うことが危険を及ぼすお
それがないかどうかをしっかり⾒極め、も
し本当に危ないと思ったらやめなさい、と
いういわば社会常識ともいうべきことを⾔
っているだけで、何も⽬新しい話ではない
のですが、格好良く⾔うとこういうことに
なるという話です。 
 しかし、現在の社会は、ここで⾔われてい
る未然防⽌原則よりもう⼀歩進んで、完全
には明らかではないけれども、もし起これ
ば、それを⽌めないことによって⽣まれる
不都合をはるかに超える重⼤な結果を引き
起こすような危険の防⽌が必要な場合はち 
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ゃんと防⽌の措置を講じなければいけない
という、予防原則とか予防的アプローチの
ような考え⽅が⼤事にされていますから、
それよりはこの未然防⽌義務で⾔われてい
ることは少し古典的な議論ということにな
ります。 
 予防原則とか予防的アプローチという⾔
葉はいずれも同じことを⾔っているのでど
ちらを使ってもいいのですが、わが国の環
境基本計画の中ではあえて予防的アプロー
チという⾔葉を使っています。それは、特に
⽇本では「原則」という⾔葉が誤解を与える
印象が強すぎて、いやこれはわたしはいや
なのだから予防原則はやめてくれ、という
ようなことを勝⼿に⾔う⼈がいると困るも
のですから、それを防ぐために予防的アプ
ローチという⾔葉を使いました。その当時、
そのようにしたことについてしっかり現役
の担当者に情報が伝わっていないようで、
⽇本では予防原則はだめで予防的アプロー
チでなければいけないなどと⾔う⼈がいる
と聞きましたが、それはちょっと困ります。
要するに、無⽤な誤解を与えないためにそ
ういう⾔い⽅をしただけのことだとこの際
もう⼀回確認しておきたいと思います。 
 さて、世界環境憲章案の中では、第 1 条、
第 9 条、第 10 条、第 11 条、これらがとて
も⼤事な条項です。このスライドに⽰した
ものが、⼀般的に環境権と⾔われるものに
ついての条項です。「実体的な権利」と法律 

 
専⾨家は⾔うのですが、要するに、権利のま
さにコア部分、その権利そのものなんだと。
実体的権利と⾔われているもの、それが 1
条に書かれています。 
 さらに 9 条、10 条、11 条には、その「実
体的環境権」を具体化していくための⼿続き
に関する、⼿続的な環境権」についての原則
を述べています。こういったようなことはご
紹介したリオ宣⾔第⼀原則、第⼗原則でも⾔
われてきていることで、それらがここに書か
れただけのことですが、ここではっきりとま
たそれが⽰されていて、とても⼤事なことだ
と思っています。 
 ところで、次のスライドは北九州市で
2004 年に出した環境⾸都グランドデザイ
ンの⼀部分です。この中で、「わたしたち」、
つまり北九州市⺠は「⼀⼈ひとりが環境の
ために⾏動する権利を持っている」ことを
宣⾔したことがあります。環境権というと
何となく個⼈の利益のために認められる権
利と同じように考えてしまう傾向があるの
ですが、それではしょうがないでしょう。ど
ちらかといえばそれは個⼈的な利益のため
ではないのです。つまり、お⾦をもらったら
権利を放棄してしまうことができる、とい
うような類のものではない。分かりやすく
⾔えば選挙権みたいなものです。選挙権を
⼈に売ったらしょっぴかれますね。それに
近い考え⽅、そういう考え⽅で「環境権」の
考え⽅を⽰したことがあります。 
 次のスライドは、環境権に関する世界の
状況です。100 カ国以上で憲法に環境権を
規定しているとのことです。その中でほと
んどの国が⼿続的な環境権を定めているよ
うです。とりあえず、近いところで中国、イ
ンド、⽇本ですが、実体的な環境権で⾒ると
3 カ国ともバツですが、⼿続的な環境権と
なると、バツがついているのは⽇本だけで
す。この報告を聞いて私も驚いてしまった 
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わけです。そこで、こういったようなことを
考えていくことになると、やはりアセスの
出番かなという気もします。そこで、本⽇の
お話の最後、⑤についてになります。 
 環境基本法・環境アセス法のアセス制度
は、もう皆さんご存知のとおり、事業者⾃ら
で環境配慮をしっかりしてもらうことを定
めており、アセス法はその⼿続きを詳細に
定めています。「⼿続的⼿法」と⾔うのです
が、⼿続きを定めてそれに従ってもらい、⼿
続きをとおして環境配慮を促し、それを通
じて環境政策の⽬標を実現しようという政
策実現⼿法です。 
 政策を実現させるための⼿法は実際いろ
いろなものがあるわけです。税をかけある
いは⼿数料を払わせ、あるいは補助⾦を与
えて経済的なデメリット、メリットによっ
て⾏動の変容を促す経済的⼿法、⾏動基準
を定めて違反には罰則で対応する直接的規
制⼿法。さっきの和⽥さんのいわれた昔な
がらの⼿法です。そればかりではなくて、な
すべき⾏為内容を法律に書くけど罰則は書
きません。ただ、法律で書いてあるからね、
という枠組み規制⼿法というやり⽅もない
わけではないです。例えば、有害⼤気汚染物
質についての規制をするときであっても、
数字で基準を決めるのはものすごく⼿間ひ
まがかかるものですから、とにかく出さな
いでくださいということで法律に書いてお
いて、罰則は何もなしという条項が⼤気汚
染防⽌法の中にあります。そういった⼿法
でも結構社会的には機能するものですし、
また、法律には書いてないけれども社会の
皆が「それはそうだよね。⾃主的にやらなけ
ればいけませんね」ということを皆で決め
てやってもらうという⾃主的取組⼿法とい
うものもあるわけです。 
 それから、⼿続きルールを決めておいて、
そのルールに従ってください、⼿続きをさ 

 
ぼったら処罰をしますが、だけど⼿続きさ
え踏んでくれれば中⾝そのものについては
⾃由にやってくださいというような、⼿続
きを定めるというやり⽅で⾏動を期待する
というものが⼿続き的⼿法です。例えば地
球温対法の中の温室効果ガス排出量の届け
出制度とか、PRTR 法での化学物質の環境
への放出量についての届け出を義務づける
制度などがありますが、アセス法もそうい
うものとして位置付けられています。さら
に、情報をしっかり事業者⾃⾝が取得する
ことによって⾃分の⾏動の結果を認識し⾏
動を律してくださいという情報的⼿法の要
素も持っています。 
 それらを備えた仕組みが現在のアセス法
の制度の根幹になっているわけです。です
から、アセス法で公衆参加といってもそれ
は情報提供への協⼒呼びかけをしていただ
きたいというようなものが主な⽬的ですね。
合意形成というのは、そのことを通じて副
次的にもそういうことも考えていいかなと
いうようなものであることが現在の⽇本の
制度が持っている枠組みの根幹であること
は間違いありません。 
 さて、現⾏アセス制度は皆さんご存知の
とおりです。⼀般市⺠が意⾒を出せる機会
が 3 回与えられています。実はこの最初の
⽅法書の段階は、正確に⾔うと事業者がそ
の気になればやってもらいましょう、その
気にならなければやらなくてもいいですよ、
ということになっています。これは実は電
⼒事業との関係で法改正時に妥協したもの
です。ですから必ず提出できる機会が、少な
くとも 2 回はあります。 
 ただ問題は、それで意⾒を出しましたが、
その出した意⾒がどう扱われるかというこ
とです。これについては、当然出された意⾒
について事業者は次の⽂書の中でそれをき
ちっと知らせなければいけませんので、こ 
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ういう意⾒があってこれについてはこう考
える、ということを次のステップの⽂書に
書くのです。しかし、書かれたからといって
それに対して何かさらに⽂句を付けること
はこの⼈たちにできるのかというと、それ
はちょっとそうではなくて、この出された
意⾒がいい加減な扱いしかされなかったか
どうかについては、結局のところはこの知
事意⾒とか環境⼤⾂・諸⼤⾂がチェックを
する段階で、それに対してちゃんと留意を
してくれないとどうにもなりません。です
から、意⾒を出した⼈は⾃分の意⾒がどう
扱われたかについて若⼲不満が残ることも
あります。下⼿をすれば、⾔いっ放し、聞き
っ放しだということになりかねません。 
 最近のアセス図書を⾒ると本当に丁寧に
答えている図書が多くなりましたので、だ
いぶよくなったなと思います。こんなに丁
寧に答えるのかしら、みたいなものすごく
丁寧な回答をしている事業者も増えてきて
いますからいいのですが。結構昔は、⽊で⿐
をくくったみたいにぞんざいな回答もあり
ました。そんなのでいいですか、というよう
なことが確かにありました。 
 そこで、特に⼿続的環境権を意識され始
めると現在のアセス制度が気になってくる
わけです。今、国際法規範として⽰されてき
ているのは、このスライドにあるような、公
的機関が環境改変に係る意思決定をするよ
うな場合に公衆参加の保障をしなければい
けないことになっています。だから、公的機
関の意思決定だけがそこで問題になるよう
にも⾒えるのですが、では、具体的にという
ことになると対象となるのは公共事業、公
的機関⾃らが事業を⾏う場合、これはもう
⽂句なしです。それから、公的機関が計画や
プログラム、政策を作るとき、それについて
やはり公衆から意⾒を出すことも保障され
るべきことになるのだと思います。もう⼀ 

 
つは、⺠間事業だけれども許認可が着⼯の
要件になっていたり、あるいは事業への補
助⾦交付があるような場合には、そこでや
はり公的機関の意思決定が働きますから、
そこでも公衆から意⾒を述べることが保障
されねばならないことになります。 
 しかし、こういうことがない⺠間事業に
ついては、国際法ルールに従っても公衆参
加を要求することは、任意にそれができる
ことはありえても、必須にはしなくてもい
いようにも⾒えるのですが、しかし、よくこ
れを考えてみると、条例上のアセスの在り
様を考えてみても、許認可や補助⾦交付な
どとはつながらない場合が多いわけです。
こういうのが全くないのに、⼀体なぜ条例
のアセスが機能しているのかというと、そ
れはちょうど昔、公害防⽌協定が確か同じ
ような機能を果たしていたと思います。 
 つまり、地域環境管理の主体である⾏政
主体とこの事業を⾏う企業は公害防⽌につ
いてこういう措置を講じることで合意をし
ていますから、だからこの事業はいいでし
ょう、ということを地域住⺠に認めてもら
うための根拠にできる。同様に、条例による
アセスにせよ、法律によるアセスにせよ、そ
の⼿続きが踏まれて、地域⾏政主体による
意⾒を取り⼊れて⾏われる事業計画なので、
そこには地域⾏政主体からの事実上の同意
とか、これはいいことだから協⼒しましょ
うという事実上の⽀援がある。これによっ
て⺠間事業者は安⼼して事業計画を実施で
きることになる。こういう期待もあるので、
事業者にとってはアセス⼿続きをクリアで
きていることに意味があるのではないかと
いうような気もするわけです。だとするな
らば、純然たる⺠間事業へのアセスであっ
たとしても、そこに⼀般公衆のもつ⼿続的
環境権による意⾒提出という考え⽅が⼊り
込む余地がありそうです。この辺のところ 
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をさらに考えていかなければならないだろ
うという気がします。 
 もう時間がありませんので、このあとの
スライドに書いておいた法律専⾨家向けの
話は読み⾶ばしてもらってもいいですが、
裁判所を使ってどういうことができるか考
えるからには、誰が裁判を起こすことがで
きるといった点の課題が結構ありますし、
アセス⼿続きが不⼗分だとして⾏政機関に
対して⽂句を付けるのではなくて、⺠間事
業者に直接やめるように要求することがで
きるのかどうかが問題になるわけです。し
かし、参加的な環境権を背景に位置付けて
いくとするならばやはりアセス⼿続きが⼗
分でないことについては、ここで参加的な
⼿続権・環境権を侵害されたという形で争
う余地を与えている可能性が出てきます。
ですから、この辺のところについては事業
者側の判断に不合理な点があれば、事業を
進めることについての司法上の争いがあっ
た場合にもっと活動の違法性判断という場
⾯で、今まで以上に強く違法を判断するこ
とができるのではないかという気がします。 
 それから、裁判を起こさなくても、環境紛
争に関して⾏政機関に和解のあっせん、調
停、仲裁といった⼿続きによって紛争解決
への⼿を打ってもらうことができる公害紛
争処理制度が今でもあります。ただ、残念な
がら対象となるのは「公害」紛争に限られて
います。ですから、これを改正することによ
ってもっと広く⾃然保護というようなもの
を含めた環境紛争の処理をこういうところ
でやってもらう、そういう⼀歩を踏み出す
こともこれから先に⼗分考える必要がある
のではないかと思います。 
 もし役所でその気になるなら、実は環境
基本法 2 条 3 項の「公害」の定義の中には
「⼈の⽣活に密接な関係のある財産と⼈の
⽣活に密接な関係のある動植物およびその 

 
⽣育環境」が⽣活環境の中に含まれるとい
う規定があるんですね。だから、⼈の健康や
財産への直接的な被害がなくても⽣き物に
被害が⽣ずるならば、極論すれば⼈がいな
い無⼈島の⽣き物がやられるおそれがある
場合でも、典型七公害に当たる侵害があれ
ば、それも「公害」と呼んでいい、というこ
とがちゃんと条⽂上ある。このことは意外
と忘れられてきたと思いますが、その気に
なれば法改正をしなくても公害紛争とでき
る可能性を拡げる余地があると思います。
しかし⾏政機関が動きやすくするためには、
やはり、法制度を公害紛争から環境基本法
を前提においた環境紛争に適⽤できるよう
にするための法律に変えておくことが望ま
しいと⾔えます。 
 さて、私が本⽇最初にご披露した前に書
いた論⽂では、「ではなかろうか」「あろう」
と書きましたが、この際、改訂をしたいと思
います。「ある」「ある」このように前に書い
たものを改訂したいと申し上げます。 
 ただし、これを実際に動かしていくのは、
ここにおられる本学会の皆さんです。私は
もう年を取りましたので⾃⾝が委員⻑とし
てこれを進めていくのはちょっときついよ
うにも思うのですが、ぜひ皆さん、頑張って
くださいということを申し上げて私の話を
終えさせていただきます。 
 ご清聴ありがとうございました。 

村⼭）浅野先⽣、ありがとうございました。
SEA、再アセス、世界環境憲章から環境権と
いった考え⽅について⼤変ご⽰唆をいただ
いたと思います。ありがとうございます。 
 続いて、記念講演の 2 番⽬として中央環
境審議会会⻑として、広く環境政策に携わ
り、特に、気候変動問題に対して⼤変ご造詣
の深い東京⼤学教授の⾼村ゆかり先⽣から
ご講演いただきます。「カーボンニュートラ
ルに向けた政策課題と環境アセスメントの 
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役割」と題しての講演です。 
 先⽣のプロフィールはプログラムの裏に
まとめられていますので合わせてご覧いた
だければと思います。 
 では、⾼村先⽣、よろしくお願いします。 

（２）⾼村ゆかり 中央環境審議会会⻑ 
「カーボンニュートラルに向けた政策課題
と環境アセスメントの役割」 
 ご紹介にあずかりました東京⼤学の⾼村
です。本⽇は、環境アセスメント学会創⽴
20 周年の記念式典にお招きいただきまし
てありがとうございます。創⽴ 20 周年を
祝うこの場を借りてあらためて学会のご貢
献とこれまでの⼤きな成果を収められてき
たことに敬意を表したいと思います。 
 藤⽥会⻑、⽥中理事のもとで多くの皆さ
んがご準備されたこの記念式典、私も先ほ
ど浅野先⽣のお話を聞きながら、いつも今
回もお仕事を拝⾒していて、あらためてこ
の環境アセスメントのこれまでの到達点と
課題をお⽰しいただいたと思っています。 
 さて、浅野先⽣からは環境アセスメント
のまさに到達点と課題をお話しいただきま
したので、私からは少し⼤きな政策課題の
観点から、しかし結論はもう浅野先⽣のお
っしゃったとおりになってしまうのですが、
特にカーボンニュートラルの課題、この現
在の政策と社会の動きについてお話しした
後に、やはりなおさら環境アセスメントが
この社会の中で新たな価値、⾔い⽅を変え
ると新たな課題を抱えている、それだけの
期待を持っているということをお話しした
いと思っています。 
 さて、皆さんご存知のとおり、カーボンニ
ュートラルはかなり進⾏していますが、も
ともとは 2015 年に合意されたパリ協定の
中に、気温上昇を⼯業化前と⽐べて 2℃を
⼗分に下回る⽔準に戻したい、1.5℃までに
抑える、そうした努⼒を追求するという⽬ 

 
標を定めておりました。 

パリ協定の 4 条に、これに相応する排出
削減は今世紀の後半、あるいは 2050 年以
降となりますが、その段階では温室効果ガ
ス全体の排出がネット・ゼロ、吸収量と相殺
してゼロになるような、そうした Climate 
neutrality、正確にはそうだと思いますが、
そうした⽔準の削減が必要だということを
規定しています。 

この 2015 年の合意が 18 年、19 年と時
を経て、2020 年頃から各国においてカーボ
ンニュートラル、温室効果ガスの排出実質
ゼロを 2050 年頃に⽬指すという⽬標が続
いて表明されるようになってきました。⽇
本も 2020 年 10 ⽉に、前の菅総理の国会
での表明によってこれが確⽴したというか、
周知されるようになったわけですが、昨年
の改正温暖化対策推進法によって基本理念
の中にもこの⽬標が盛り込まれた、こうい
ったような⽬標になっています。 
 さらに昨年の 10 ⽉、11 ⽉に⾏われた
COP26、第 26 回気候変動枠組条約締約国
会議ですが、こちらでは、パリ協定がいわゆ
る努⼒を追求する⽬標としていた 1.5°C ⽬
標がむしろ国際社会が決意を持って追求す
る⽬標に格上げされています。こうした対
策、気候変動対策の強化をするという⼤き
な国際的な合意、各国の意思が表明されて
きているのが現状です。 
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 その背景は何であるかですが、⼀つは、皆
さま⽿にされることが、特に⽇本の場合は
⾬の被害が⾮常に⼤きくなってきているこ
とです。⼀つ⼀つの気象事象についてはお話
をしませんが、ここ数年、気候科学が⼤変進
展して、例えば⾬の被害についてどれだけ過
去からの⼈間の排出がこうした被害を⽣じ
させているのかをデータ的に⽰すことがで
きるような研究が蓄積されてきています。 
 こうした被害は⽇本において、もちろん
⾬の被害ですが、⼈命、さらにはわれわれの
⽣活、そしてインフラへの影響。2019 年に
は⾮常に⼤きな台⾵、19 号がきました。そ
の前の 15 号は電⼒インフラに⼤きな影響
を与えましたし、19 号は新幹線が⽔没した
りと⾮常に多くの⽔害、住宅など、この台⾵
でも 100 名以上の⽅がお亡くなりになっ
ていますが、住宅や⽣産活動、公共の何もか
もにも⼤きな影響が⽣じてきています。 
 先ほど紹介した⻄⽇本豪⾬や台⾵ 21 号
だけで 2 兆 5000 億円。あるいは、2019 年
の台⾵ 15 号・19 号、この⼆つ、世界で 3
位、1 位の損害額を記録していて、2兆 7000
億円超の経済損失となっています。 
 こうした検証は、当然⽇本だけでなく、世
界的にもここ 30 数年、そして直近 20 年を
⾒ても気象災害による経済損失額が上昇し
ていて、さらにそれに伴って損害保険の⽀
払額も増えてきています。直⾯する気象災
害の被害の⼤きさ、それだけではなく、先ほ
どご紹介したように、これを裏付ける科学
の進展が⼀つの⼤きな政策、この気候変動
対策を推進する動⼒になっています。 
 昨年から IPCC 気候変動に関する政府間
パネルの第 6 次評価報告書が順次公開され
ていますが、30 年にわたる IPCC の活動の
中で初めて「⼈間活動が温暖化を引き起こ
していることについて疑いはない」とした
ので、こうした気候の変化はさらに気温が 

 
上昇するとともに⼤きくなるという予測を
⽰しています。 
 気温上昇に伴って、⻄⽇本に⼤きな被害
をもたらした⾬を⾒ても、現在、⼯業化前と
⽐べて約 1.1℃、1.2℃気温が上昇した社会
にわれわれは⽣きていると評価されている
のですが、既に⼯業化前と⽐べると 10 年
に 1 度の⼤⾬が降る頻度も 1.3 倍です。こ
の際に、われわれの過去からの排出によっ
て 6.7％上乗せされた量の⾬が降っている
と評価しています。 
 当然、洪⽔に対して⽇本の⾏政も防災・減
災の観点から対応されてきているわけです
が、まさにこの上乗せが従来洪⽔や⾬の被
害を抑えるのに採られていた対策の推進を
超えて⾬が降ることによって災害が⽣じる、
あるいは災害の規模が⼤きくなることが起
きているように思われます。 
 1.5℃、2℃と気温が上がっていくと発⽣
の頻度も⾬の量も⼤きくなっていることが
予測されます。4℃ぐらいを⾒ると、上乗せ
される⾬の量にも背筋が寒くなるような思
いがしますが、そういう意味では、できるだ
け低い⽔準に気温上昇を抑えることが将来
の気候変動の影響リスクを低減するのに必
要だという認識を、科学の進展が裏付けを
与えてきているのがこの間の⼀つの対策の
ドライバーになっています。 
 これは、さらにかみ砕いて気候変動の影
響レベルでいくと、⽣態系への影響が懸念
されます。⾃然保護の観点からもそうです
が、やはり⽣態系サービスの⾮常に重要な
⼀つの要素である⾷料に対する影響が、今
からわずか 0.5℃の気温上昇、1.5℃から
2℃の気温上昇においても⾮常に⼤きな、有
意な差となって影響が⽣じることも今回予
測されています。 
 さて、1.5℃⽬標を⽬指すのですが、われ
われは将来、いつの時点でどれだけ気温上 
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昇が⽣じるのか、決め打ちで予測すること
が難しい、それが現在の気象科学の到達点。
つまり、われわれは気候システムの全てが
分かっていないということはもちろんなの
ですが、こちらは排出量の将来推計を五つ
の標準シナリオから報告書は五つの経済社
会シナリオを標準として使っています。こ
れは、私たちの経済社会が将来どれだけの
排出をする社会を選択するのかによって気
温の上昇が⼤きく変わる、したがって、あり
得る経済社会のストーリーを作って、それ
に応じてそれぞれ気候モデルを動かして推
測しているわけです。研究機関によって独
⾃の経済社会シナリオを使っているなどの
場合もあるのですが、こういう標準化をす
ることでその予測を⽐較し、その予測の精
度を上げ、確からしさを求めていく。 
 われわれ、1.5℃までに気温上昇を抑える
ということですが、この棒グラフの⾊と経
済社会シナリオから通るはずの排出パスの
ような同じ⾊で対応しているのですが、
1.5℃までに気温上昇を抑えるという国際
社会が⽬指す⽬標との関係でいくと、⻘い
棒グラフの⽔準になってこようかと思いま
す。⾒ていただくと、まさに今から急速に排
出を減らしていって 2050 年頃には排出を
実質ゼロにするような、そうした規模での
排出削減ができる経済社会の実現が、この
1.5℃⽬標を達成しようとすると求められ
る経済社会のあり⽅です。 
 残念ながら今の国際社会の排出の動向か
らいくと、オレンジ⾊の排出は⼤きく減ら
ないのですが、50 年ぐらいからようやく減
るような道筋になるのではないかと⾔われ
ています。そうするとやはり、2100 年、こ
れは正確には 2081 年から 2100 年の平均
ですが、その頃に 2℃を超え 3℃に近づい
ていくような気温上昇が予測される。 
 そういう意味で、1.5℃⽬標はなかなか⼤ 

 
変な⽬標です。直近 4 ⽉に出た IPCC 第 3
作業部会の報告書では、1.5℃を 50％以上
の確度で達成する、あるいは、2℃⽬標を
67％以上の確度で達成するには、遅くとも
2025 年、あと 3 年ぐらいのスケールで世
界の排出量がピークアウト、頭打ちになる
ようなそうした削減が必要だとしています。 
 これは⼤変なことです。残念ながら、まだ
排出量は減る傾向になっていない、ただ、グ
ッドニュースは、2000 年から 2005 年の前
の 10 年と⽐べますと、直近の 10 年の排出
量の戻りは⼤きく抑えられるようになる、
しかしまだ上昇の傾向に変わりありません。
これをどうやって下降に転じるか。そして、
先ほども申しましたが、1.5℃に抑えるとす
ると、50 年間への早い段階では⼆酸化炭素の
排出を実質ゼロにするような削減を達成す
ることが必要。つまり、50 年ゼロとともに短
期の、できるだけ早く排出を減らしていく努
⼒がこの 1.5℃までに気温上昇を抑える⽬標
を達成するのに必要だということです。 
 こうした取り組みに加えて、⾦融機関が
⼤きく変わってきている。⾃社はもちろん
ですが、投資先、融資をしている先の排出量
を全体としてゼロにすることを約束する。
こうした機関投資家やアセットマネジメン
ト会社、そして⽇本でも銀⾏、これは関連会
社もいらっしゃいますが、いずれも 50 年
までに⾃社だけでなく投融資先の排出量を
全体としてゼロにする。したがって、それを
働きかけないと、貸している先、投資してい
る先に必ず働きかけて削減していただくと
いうことをコミットしていらっしゃる、こ
ういう動きが出てきています。 
 もしこうした取り組みがうまくいくと
1.8℃ぐらいに抑えることができる可能性
があるのが現タイミングです。これが科学
に裏付けられた気候変動に対する危機感と、
しかしそれは⾮常に難しい⽬標なのですが、 
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今、各国や企業が⽰している取り組みがか
なり意欲的なものになっています。これは
⽬標を⽀える取り組みが出てくるとあなが
ち達成ができない⽬標ではないという認識
が出てきていると思います。 
 さて、⽇本の政策もこの間⼤きく変わっ
てきています。先ほど浅野先⽣からもあり
ましたように、改正地球温暖化対策推進法
の成⽴もそうですし、第 6 次エネルギー基
本計画、そして、さまざまな政策⽂書がここ
1、2 年の間に⾮常に多く出ています。 
 ⼀つ⼀つお話をすることはできませんが、
その中で語られている 30 年、35 年辺りの
⽬標を⾒ていただきたいと思います。再⽣
可能エネルギーを電源構成上現在の割合の
ほぼ 2 倍にしていく。その中で、今⽇も⾵
⼒発電業界から来ていただいていますが、
とりわけ洋上⾵⼒に関しては 30 年までに
1000 万 kw、原⼦⼒発電所 100 万 kw で考
えると 10 基、2040 年までに 3000 万から
4500 万 kw の案件をする。少なくとも 100
の脱炭素先⾏地域を作っていく。 
 これは洋上⾵⼒の候補地になっていると
ころです。こうした地域で⼤きなインフラ
を含めた地域のエネルギーシステムの転換
ですね。地域・空間の転換が必要になってい
くということです。 
 脱炭素先⾏地域はもちろんそうで、地域
を脱炭素にしていこうといえば、当然その
まちのあり⽅、交通のあり⽅、エネルギーの
あり⽅を変えていく、地域と空間のリ・アレ
ンジメント、アレンジメントを変えていく、
再構成していく、そうしたスケールの⽬標
であり政策が必要とされています。 
 さて、それに応じて今、実に 696 の⾃治
体、44 の都道府県がありますが、2050 年
の排出実質ゼロを⽬指す⽬標を掲げていて、
⼈⼝で 1 億 1800 万⼈をカバーする規模の
⽬標が出てくるようになっています。 

 
 企業の取り組みを付しておりますが、こ
ちらはぜひ資料としてご覧いただきたいと
思っています。私からは、1 点、企業の動き
としてご紹介をしようと思っております。 
 Scope3 の排出量をご紹介しているとこ
ろです。先ほど、⾦融機関が投融資先の排出
量を全体としてゼロにする⽬標を掲げてい
ると申し上げました。これは事業会社につ
いても同様です。⽇⽴製作所を典型的に書
いていますが、2030 年までに⾃社の事業所
を⼯場も含めて全部、50 年までにバリュー
チェーン全体のカーボンニュートラルを実
現するという⽬標。先ほど⾔いました 
Scope3、これはまさに Scope3 の排出量を
50 年度までにゼロにするという⽬標なの
ですが、Scope3 は皆さんご存知のとおり、
⾃社の排出量ではなく上流、つまりサプラ
イチェーンの原材料調達で加⼯してもらっ
て⾃社にその製品が運び込まれる、そこま
での上流。そしてさらには⾃社からお客様
にお届けしてお客様が消費をして廃棄をす
るまでの下流の排出量が出る。 
 つまりこれは、企業間の連携が必要です
し、同時に、下流を考えると企業の連携だけ
でなくお使いになる需要家、消費者、この連
携、さらにはその需要家・消費者が使っても
排出がないような製品・サービスを提供す
るというビジネスモデルの転換も必要にな
ってくる。そういう⽬標が各社から⽰され、
そのことによってまさにサプライチェーン
が求めてくるわけですから、この 50 年カ
ーボンニュートラルの⽬標が⼤きく社会に
今広がってきています。 
 最後に、環境アセスメントの関係でお話
し申し上げます。今お話ししたように、カー
ボンニュートラル課題はまさに今の社会を
脱炭素・低炭素に作り変えていくという社
会の転換、いうなれば、先ほど申しました空
間と地域の再構成が必要になるような取り 
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組みです。これは IPCC の 2018 年報告書
にも書かれていますが、あらゆる部⾨での
排出削減、脱炭素化、低炭素化、削減策の⽅
法が必要になってくるとされています。 
 これをうまくやっていこうとすると、間
違いなく中⻑期的なビジョン、計画・戦略が
必要で、それなしでは社会の合意なくスム
ーズにこうした社会の、あるいは地域の、空
間の再構成はできないものです。その意味
で今回、温暖化対策法の改正の中で促進区
域を作りました。これをしっかりしていこ
うと思うと、それを決める段階にも環境、
社会の観点からの影響の評価が必要にな
ります。これは、⼤塚先⽣に座⻑を務めて
いただき、村⼭先⽣も参画していただいた
検討会の中でもそうした議論をしてきま
した。⼀つ⾮常に⼤きな、⽇本にとっての
今後の課題であろうと思います。 
 ⼆つ⽬は、さまざまな、特に再⽣エネルギ
ーの転換、再⽣可能エネルギーの導⼊が必
要になってくるわけですが、再⽣可能エネ
ルギーはうまく導⼊していくと、現在⾼く
なっているエネルギーコストを抑える、エ
ネルギー安全保障の観点からも資する、災
害時でも⾃⽴的にエネルギーが確保できる、
場合によっては地域に雇⽤や、住宅などが
できると住⺠の健康の増資にも資する。し
かしながら、地域でいろいろな課題、トラブ
ルを引き起こしてもいる。 
 こうした、地域のさまざまな複数の、場合
によっては競合する⽴場をどうやって調整
をしていくか。先ほど藤⽥会⻑は、環境アセ
スメントは環境保全の基盤的な役割を担っ
ているとおっしゃいました。まさに環境の
みならず、社会のさまざまな価値観と課題
をどのように構成していくかという⾮常に
重要な地域づくりの基礎となる基盤的な役
割をより⼀層求められていく、そういう段
階であろうと思います。 

 
 そしてもう⼀つカーボンニュートラル課
題について、今⽇はあまり深⼊りしません
でしたが、しかしながら企業は今、その事業
が環境社会影響を及ぼしているか、いかに
及ぼさないようにするかというところが、
まさに企業価値に影響を与える問題として
認識されていると思います。 
 先ほど、カーボンニュートラルで Scope3
の排出量を含めたお話しいたしましたが、企
業の事業、企業のサステナビリティーを⽀え
るという意味でも、これは特に事業アセスだ
と思いますが、さらに新しい役割をアセスメ
ントが果たしていると思っています。そうい
う意味で、事業はもちろんですが、政策・計
画のアセスメントをどうするか、これをぜひ
ご検討いただきたいと思います。 
 三つ⽬は、科学の知⾒、気候変動だけでは
なく、時間とともに進展をしてくる科学の
知⾒をしっかり踏まえた社会的合意形成を
促す、そうした役割をいかに果たしていた
だくか。今⾔いました進展する科学の知⾒
をどう取り込んでいくか。得てして、⻑期の
過程になると不確実性を伴う。しかも、住⺠
や、特にその脆弱な社会的弱者も含めた合
意形成を⾏っていく。こうした環境アセス
メントの役割に期待をし、またその観点か
らそのあり⽅について⽇本も検討していた
だきたいと思っているところです。 
 浅野先⽣からありましたが、もう⼀つ、ア
セスメント後の影響の把握、再評価をどう
考えるかという点もそうですし、先ほど社
会課題の関係で申し上げましたが、⾃然保
護と再⽣可能エネルギーの導⼊といったよ
うな、環境諸課題をどのように折り合いを
つけていくか。⾃然エネルギーへの転換か
⽣物多様性かという選択ではなく、この⼆
つをどうやって統合的に解決をもたらすよ
うな空間・地域の利⽤ができるかという課
題だろうと思います。 
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 来年、次の⼤会でしょうか、まさにこの課
題を議論される⼤会を開催されると伺って
おりますので、私⾃⾝も⼤変楽しみにして
おります。今後のアセスメント学会のさら
なるご発展を祈念して終わりたいと思いま
す。ご清聴ありがとうございます。 

村⼭）ありがとうございました。気候変動、
脱炭素社会の実現に向けた課題、さらには
環境アセスメントの役割について分かりや
すくお話しいただきました。 

6．閉会挨拶 

村⼭）それでは、以上、環境アセスメント学
会創⽴ 20 周年記念式典は予定どおり滞り
なく進⾏することができました。あらため
てお礼申し上げます。 
 最後に、閉会に当たり、当学会の⽚⾕教孝
副会⻑よりご挨拶申し上げます。 

⽚⾕教孝 環境アセスメント学会 副会⻑ 
 ご紹介いただきました環境アセスメント
学会副会⻑を務めております⽚⾕です。 
 今⽇は⻑時間にわたり皆さま、ご出席く
ださいましてありがとうございました。中
でも、浅野先⽣、⾼村先⽣の講演、それから
廣瀬先⽣をはじめとするご来賓の皆さまか
らのご祝辞を頂戴して、⻑年アセスメント
に関わってきております私もまた思いを新
たにしたところです。 
 先ほどのお話の中で、アセスメント法が
できてから 25 年、四半世紀というような
お話もございました。私もアセスの⾃治体
の審査に携わり、もう四半世紀を過ぎてお
りますが、この歴史の中でアセスメント制 

 
度は確かにかなり定着してきたと思ってお
りますが、やはり⽇々、課題を感じながら務
めているような状況もございます。 
 今⽇、諸先⽣⽅からいただいたさまざま
なご提⾔やご指導は、おそらく私どもの学
会に対する叱咤激励のお⾔葉であったと思
いますので、今⽇ここに会員がたくさん集
まっていますが、今⽇出席している全ての
会員がその先⽣⽅の⾔葉をしっかり受け⽌
めて、これから先々アセスメント制度をよ
り充実させていくためにいろいろな形で努
⼒をしてまいりたいと存じます。 
 そういったこれからの私どもの思いを宣
⾔として申し上げまして閉会のご挨拶とさ
せていただきます。 
 本⽇は皆さま⽅、⼤変ありがとうござい
ました。 

 
村⼭）それでは以上をもちまして環境アセ
スメント学会創⽴ 20 周年記念式典は終了
とさせていただきます。 
 ⼟曜⽇の午後、お忙しいところ皆さまご
参集いただきまして誠にありがとうござい
ました。 
 




